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は じめ に

筆者 は,先 に江戸期 場所請負制下 におけるアイ ヌの熊 の霊送 り儀礼 の様相 を同期 に記され た紀行文

等か ら概 観 し,そ の結 論を,「 江戸期 の場所 請負制下の場所 にあ って,そ の仕組み に取 り込 まれた ア

イヌ社会が漁場労働者 層 と乙名層 とい う二層を形成 した過程 において,同 社会 において最重要 とされ

ている送 り儀礼が変容 した。すなわち,先 の二層 の経済的格差 が・儀礼 の担 い手 を 「乙名層」 のもの と

し,場 所 という環境 を背景 として,・儀礼実施 の主 旨を,本 来 の 「霊 を送 る」 とい う精神性 に求めつつ

も,乙 名層 の経済 力を誇 示す る一 「見せ る」 にお いて,儀 礼 を盛大化 させ る ことにな り,そ の 「道

具」が 「陳列品」で あ り,「 饗宴」で あった,と い うことになる。 さ らに,側 面 として,場 所 の和 人

らの参会 によ り,送 り儀礼 が 「アイヌ社会 内の独 自の行事」か ら 「場所の一つの行事」 という性格 に

変容 した と考 え られ る」 とした(秋 野:2006a)。

本小論 では,こ の拙論 を補 う形で,場 所 にお ける熊 の霊送 り儀礼(以 下 「送 り儀i礼」 という)を

「軽物」及び 「イ コロ(宝 物)」 との関係か ら論 じてみた い。

なお,史 料の乏 しさか らカラフ トアイヌは対象 とせず ,北 海道 アイ ヌの事例のみ とした。

1.軽 物

軽物 とは周知 の とお り,各 場所 の産物 のうち獣皮類をいい,そ のすべてはアイ ヌの狩猟で得 られ る

ものであって,ア イヌ社会が場所請負制 に組み込まれる以前 ,彼 等の重要 な交 易品であ った。 具体 に

は,「 熊皮 ・胆」 「獺皮」 「狐皮」 「狢皮」 「　皮」 「水豹皮」 「縞鼠皮」 「蝶鮫皮」 「鷲羽」 「脇肋月齊」な ど

がある。 これ らは高値がつ く反面,出 産量がきわ めて低 い。一・例 として,ヨ イチ場所の軽物 出産量の

うち,「 熊皮 ・胆」 を見 ると,史 料の欠落はある ものの ,文 政11(1828)年 か ら安政4(1857)年 の

16年 間で,「 熊皮」が32枚,「 胆」が30個 で ,ま った く出産 がな いとされ る年 もあ る(表1.2)。 因

みに,同 場所 では 「軽物取」 とい う専門職(表3)が いるが ,そ れ に して も少な い数字で ある。 さ ら

に・子モ ロ場所 の文政9(1826)年 か ら安政5(1858)年 まで の出産量 を見 る と,「 熊皮」 が27枚,

「胆」が23個 とやは り史料 の欠落 はあるものの少な い(表2) 。 この出産量の少な さの要因 として考 え

られる ことは,対 象である動物が非集団性である とい う自然的要因1)と ,直 接狩猟するアイヌ及び軽

物 を松 前藩並び に幕府 に中継す る場所請負人が軽物 出産 に積極的ではなか った という 「人的要 因」が

大き く作用 して いる と考 え られ る。

た とえば 「協和私役」(1856)に シヤ リ場所での こととして,「 ……當所 は山深 く地廣候へば＼ 山猟

も多分有 レ之、熊杯 も年 々四、五十 は手 も無 き事なれ ども、我等危き を犯 して空敷運 上屋の徳分 とな
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る も詮 な し。故 に山猟 に出る者 は往 々見 當 り候 て も逐 ひ来 る悪獣 に も無 レ之 分は其儘 に打 置 申候。

……」(谷川編:1969)と あ り,ア イヌ にしてみれば,「 我等危 き を犯 して空敷運 上屋の徳分2)と な るも

詮 な し」 なので,積 極 的 に獲 る どころか,「 見當 り候て も逐 ひ来 る悪 獣 にも無レ之分 は其儘 に打置」

いて いるのである。場所請負人に して も,ア イヌか らの買入値段がそのまま松前藩及び幕府の買上値

段 とな り,メ リッ トに乏 しい ことか ら,積 極性が生 じて こな い。すなわち,軽 物 出産 を神経質 なほど

まで に管理 し,そ の出増 を奨励 して いた のは松前藩及び幕府で あ り,場 所請負人 は単 にその中継者 に

す ぎなかったので ある。

表1ヨ イチ場所における軽物出産数

野熊
野熊

(大)

野熊

(中)

野熊

(小)
穴熊

穴熊

(中)

穴熊

(小)
飼熊

熊

(種類無)

熊

(種類無・中)
獺 狐 李

ヌ

水
豹 狸

皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 胆 皮 小皮 皮 小皮 皮 皮 皮

文政11 1 1 1 1 2 7 2

文政13 1 1 1 8 2

天保4 2 2 1 1 1 1 1 5 52

天保5 1 3

天保6 16

天保7 3 3 2 2 1 1 14 6

天保8 3 1 4 1

天保9 4 4 3 1 2 2

天 保11 1 1 1 1 4 3 4 1

天保13 2 1

天保14 1 1 2 11 5 2

天保15 3 3 1 1 1 3 1 1

弘化3 1 2 5 7

安政2 2 2 1 1 4 16

安政3 1 2 2 2 2

安政4 5 3

計 12 11 6 6 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 一 一 2 2 1 一 26 10 152 23 4 4 3

註:天 保4年 の数は,同 年3月 と4月 を合算。

出典:余 市町総務課余市 町史編 集室編 『余市町史』1 資料編11985

表2ヨ イチ場所及び子モ ロ場所 における

熊皮 ・胆 出産数

ヨイチ 子モ ロ

皮 胆 皮 胆

文政9 5 5

文政10 5 5

文政11 2 2

文政13 1 1

天保4 5 4

天保5 0 0 1 1

天保6 0 0 0 0

天保7 5 5

天保8 0 0

天保9 4 4

天保11 2 2

天保13 0 0

天保14 1 1

天保15 4 4

弘化元 3 3

弘化3 0 0 2 2

弘化4 2 2

嘉永元 1 1

嘉永5 0 0

安政元 1 0

安政2 3 3 2 0

安政3 5 4 0 0

安政4 0 0

安政5 5 4

計 32 30 27 23

表3ヨ イチ場所 における 「軽物取」 と役柄 ・年齢

軽物取蝦夷 ・役柄(天 保3) 年齢 役柄(文 政8) 役柄(天 保12) 年齢

サケシュス 下 ヨイチ乙名

子 トハケ 小使 46歳 下 ヨイチ 乙名 下 ヨイチ乙名 55歳

イタキサ ン 上 ヨイチ脇 乙名 31 上 ヨイチ脇 乙名 上 ヨイチ脇 乙名 40

ア子 ヤ1) 小使 36 下 ヨイチ並小使 上 ヨイチ小使 45

ウ トク レ子2) 下 ヨイチ産取 下 ヨイチ産取

リコツ 52 下ヨイチ平夷 人 61

シハ シノ 34 下ヨイチ平夷 人 43

トンキタヱ 46 上ヨイチ平夷人 55

タサ ラ 50 上ヨイチ産取 上ヨイチ産取 59

モンコホケ

シフヤ 39 上ヨイチ産取 上 ヨイチ産取 48

ヤヱノニ 35 下 ヨイチ産取 下 ヨイチ産取 44

キムンヤイ

イクハシ 40 下 ヨイチ平夷人 49

註:1.ア 子ヤ は,文 政8年 では力子ヤ

2.ウ トクレ子 は,文 政8年 では ウ トクン子

出典=

・軽物取蝦夷(天 保3):余 市 町総務課余市町史編集室編 『余市町史』1資 料編l

l985

・文政8:「 文政八酉年春 上下 ヨイ チ御 場所ヲムシヤ井蝦夷人共 取扱 日記」(筆 者蔵)

・天保12:「 丑 ノ年 霜月吉 日 蝦夷家改帳 林氏」(複 写,筆 者蔵)

出典:余 市町総務課余市 町史 編集室編

『余市町史』1資 料編11985
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松前藩及び幕府 の軽物出産への対応

た とえば,前 松前藩治期 には,「 領主取 引に属 し、商 人の取 引を許 さなかったために、藩士 を上乗

役 として一、二名商船 に同乗せ しめて場所 に派遣 し、軽物の交換 に当 らせ、さ らに抜荷 ・紛争な どの

ないよ う監督」(高倉:1g72)し て お り,後 松前藩治期 には,蝦 夷 地勤番や アイヌ に対 して,そ の取 り

扱 い方及び増産を 「心得書」や 「申渡」 に認め,告 諭 して いる。た とえば,「 蝦夷地勤番心得書」(r松

前福山諸掟』)に は,「 一、都て軽 ものの義、是迄之通 り蝦夷江申渡、出増出精、逸 々差出候 様可二申聞一

候。猶又 各方 に至 り軽物持来候蝦夷 人有之節は、又外蝦夷江売渡不 レ申致二取持一罷在、支配人方江差

出候様、是又長 人共江可二申渡一候」(高倉:1972,115頁 を重引)と ある。 また,場 所請負 人 に対 しては,

幕府 直轄期では,先 の前直轄期 にお いて,文 化9(1812)年 に幕府 が東蝦夷地 の直轄を廃 し,請 負制

を復活 させた際 に,各 請負 人が提 出した 「請証文」 のうち,ウ ス場所 が提 出 した文中 に,「 一・、縢虎、

矢羽、熊胆、 同皮、嶋鼠、蝶鮫、 あざ らし皮、其他北蝦夷廻 り小皮類、都て軽物 の類は元買入値段 を

以て御 買上に相成候間蝦 夷人よ り買受候はば交 易の品代料帖面 に記置右品々御場所へ集め置右 品御見

分廻 りの節は差 出申候/但 し本文の品一品た り共隠置売 買致候 もの有之候 はば急度御轡 め可被仰候」

(白山:1g71,8g頁 を重引)と あ り,嘉 永3(1850)年 の ソウヤ ・シヤ リ場所 の 「証文」 には,「 一、御場

内よ り出候御軽物の義、精々心附運上家へ取集 置、御詰合様へ差 出候様可 レ仕、仮令 一品た り共隠置

売買仕間敷候」(同,91頁 を重引)と ある。

アイヌ に対 しては,ヲ ム シヤの際の 「申渡」 によって告諭 されて いる。た とえば,後 松前藩治期 の

文政13(1830)年 のヨイチ場所の ヲム シヤでは,「 一、軽物 の儀i前 々被仰渡候通年々出増候様致

出精可 申候事/一 一、軽物は勿論 諸産物一 品にて も船方 井其外江交易致候 もの於有之 は 厳重 に轡

メ可 申付候事」(余市町総務課余市町史編集室編:1985)と あ り,25年 を経た後幕府 直轄 期の安政2(1855)

年 の ヲム シヤ の際の 「申渡」 に もほぼ 同様 の文言 があ る(同:1985)。 同 じく,安 政3(1856)年 のモ

ンヘツ場所 における ヲム シヤ の際 には,役 土人 に対 して,「 ……漁業 は勿論、別 て御軽物取 之儀 は、

出増様 出精可致、 もし番人共よ り申渡相 背こおいては、御役人 よ り厳重御沙汰可有之候……」(東京帝

國大學編:1922)と 告諭 して いる。

因みに,「 東遊記」(1784)に,「 ……か様の直段高き ものを軽物 と唱へ、領主へ 買上 るの外、他 にて

責買す る事國禁な りといふ。然れ ども家中の士又は町人の手よ りぬけ荷物 あ りて、城下商 人の蔵 には

あ り。 され ど も役 人 よ り轡 る事 を もせず。領 主 入用 の時 は 商人 手前 よ り買 上 らる ㌻ともいへ り。

……」(谷川編:lg6g)と あ り,抜 け荷が半ば公然の秘 密 となって いた ことが分かる。 さ らに,ヨ イチ場

所 では,天 保12(1841)年 の 「触書」 に,「 一、熊 ノ皮 の義 は当年 よ り改而御払相成候分 焼印 いた

し相渡候 依て市中の者共熊 ノ皮所持有 之候分改て差 出候間 不残取揃置 焼印請可被 申候 巳来焼

印無之皮所持於有之 は 見 当 り次第取 揚候問 其 旨相心得改 を 申請べき事……」(余市町総務課余市町史

編集室編:1g85)と,熊 皮 の確認 ・管理がなされて いる。

こうした為政者→場所請負人→アイヌ,あ るいは,直 接 に為政者→ アイ ヌといった経路 による軽物

の管理 を具体 に見る と,軽 物 出産 については,各 場所 において,「 御 軽物書上」 としてその種類 と数

量,買 入値段が松前藩及び幕府 に報告がなされて いるが,次 に見 るように,時 代が下がるに したが っ

てそ の管理がよ り詳細 ・強化 されてい くことが分か る。

まず,ヨ イチ 場所 を例 に見 る と,文 政11年 の後 松 前藩治 期 では,詰 合 に対 す る 「御 軽物 書 上」

(同:1985)に,

「 覚

一・、野熊皮一・枚 但米一斗

胆一・ツ 直段五十文

之代銭 五百文
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一、小皮一・枚

胆一ツ 但 米四升

直段五十文

之代銭 二百文(以 下,略)」

と,熊 皮の種類 ・大 きさ ・数量 とそ の値段が記 されているのみで あるが,天 保7(1836)年 の 「上

御軽物別段追書上/当 年分熊取の夷 人名前改書/熊 胆 目形書」(同編:1985)に は,

「 覚

一、野熊皮 一枚 アヱノウヱンへ

野胆一ツ 但目形八匁六分
一、同 一枚 モンコアヱノ

熊胆一・ツ 但目形十三匁六分

此代米二斗八升
一、野熊皮 一枚 シユステキ

熊胆一ツ 但目形十匁二分

此代米二斗八升
一、同小 一枚 イニシ

熊胆一ツ 但目形五匁三分

此代米二斗四升
一・、同小 一枚 イニシ

熊胆一ツ 但目形四匁七分

此代米二斗四升

合て 熊皮大小五枚

熊胆大小五ツ(以 下,略)」

表4ヨ イチ場所における軽物出産数

名 前 役 柄 熊 皮 熊胆 買取値段

天保7 アヱ ノウヱ ンへ 下ヨイチ産取 野 熊1 1 米二斗八升

モ ン コアヱ ノ 上ヨイチ産取 野熊1 1 米二斗八升

シユステキ 野 熊1 1 米二斗八升

イ ニ シ 下ヨイチ平土人 野熊小1 1 米二斗四升

イ ニ シ 下ヨイチ平土人 野熊小1 1 米二斗四升

天保9 シ フ ヤ1) 上ヨイチ産取 野 熊1 1 米二斗四升

ア ヱ ノウヱ ンへ 下ヨイチ産取 野熊1 1 米二斗四升

ウトクン子 下ヨイチ産取 野熊1 1 米二斗

イ ニ シ 下ヨイチ平土人 野熊1 1 米一斗六升

天 保11 ア ヱ ノウヱ ンへ 下ヨイチ産取 秋野熊大1 1 米二斗四升

ハ ヌ 上ヨイチ平土人 秋野熊中1 1 米二斗

天 保15 セ ハ シ2) 土産取

ハ ヌ 上ヨイチ平土人 秋野熊大3 3 米七斗二升

イ ム ツクル 上ヨイチ産取

ハウエサンケ 下ヨイチ産取 秋野熊中1 1 米二斗

安政3 アンマ イ 平土人 痛付大野熊1 解流 米四升

ユ ケ ラ ン3) 平 土人(上 ヨイ チ) 中穴熊1 1 米三斗二升

ニ マ キ4) 平 土人(上 ヨイ チ) 小穴熊2 2 米三斗二升

コイ フニ 平土人 中穴熊1 1 米三斗二升

註:1.太 字 の名前は,表3に ある軽物取。

2.セ ハ シは,天 保12年 の 「蝦夷 家改帳」 には,下 ヨイチ産取イ ヌシケ弟,28歳 とある。

3.ユ ケ ランは,天 保12年 の 「蝦 夷家改帳」では,平 土人 トヘハ ニの{卒,14歳 とある。

4.ニ マキ は,天 保12年 の 「蝦夷 家改帳」では,上 ヨイチ産取 ヒラ トモの{卒,18歳 とあ る。

出典:
・余市町総務課余市町史編集室編 『余市町史』1資 料 編Il985

・「丑 ノ年 霜 月吉 日 蝦夷家改帳 林氏」(複 写,筆 者蔵)
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と,熊 皮の種類 ・大 きさ ・数量 とそ の値段 に加えて,胆 の 目方並び に皮 ・胆 の捕獲 ・差出者の名前が

記 されている(表4)。

同様 に,嘉 永4(1851)年 の トカチ場所 を見 ると(和 泉:1929),

「 覧
一、穴熊謄 上 一 山惣乙名 シラリサ

目方十一匁一分

但一匁に付二百五十文 代二貫七百七十五文
一・、穴熊謄 上 一 並乙名 サネトカ

目方九匁四分 代二貫三百五十文

、 同

、 同

、 同

、 同

、 同

、 同

、 同

右之通に御座候

上 一 同 イキリカシ

目方十匁四分 代二貫六百文

中 一 同 サスカヲリ

目方十三匁四分 但一匁に付二百文 代二貫六百八十文

上 一・ 平蝦夷人 タソヰ

目方六匁一分 代一貫二百二十五文

上 一 同 アシケカル

目方七匁九分 代一・貫九百七十五文

上 一・ 同 ホロチカ

目方五匁四分 代一貫三百五十文

上 一 同 シトニケシ

目方六匁七分 代一貫六百七十五文

中 一 同 ヤヌカル

目方六匁一分 代一貫二百二十文

熊謄目方七十六匁五分 代十七貫八百五十文

以上/亥 五月 」

とある。

さらに,後 幕府直轄期 のモンヘ ツ場所 を見る と,た とえば,安 政4年 のモ ンヘ ツ御用所文書3)に,

「東西6'相廻候熊謄之儀何連も任合不宜候二付内實相糺候処土人共穴熊取獲候而も手當向不足二付押隠内々番人

又は稼人舩方等之内望之品二費彿當所江は取持え謄而巳相廻候由然ル処文化之度近在又は六ケ場所こおゐて取獲

候者江手當之儀取調候処大熊二而銭拾貫文其以下は右二准シ為取候由蝦夷地之分は員数不相知候得共多分當節6'

余分二為取候儀二可有之右二時東西地之以来熊取獲差出候節是迫6'倍増之手當為取遣候ハ＼取獲次第直様明白二

差出可申尤土人共山猟之儀拾里弐拾里程も山中江分入右体之節者直様屠り食料二致候儀二付謄皮とも持参候儀i二

は可有之候得共可成丈全体二而取寄候方御取締も相立候間其侭持参申者江は遠近二不抱右之外増手當別段為取遣

役々見張罷在謄を取詰合之者自身二干立其者性名井土人名前地名迫相認廻し方致為候ハ ㌧正真之品御収納二相成

可申尤右御手當等之儀支配人共江為記置候ハ 》差引勘定二相成可申左候而は土人共励二も不相成候間其場二而手

渡二為致方二可有之右様御手當等十分二被下候後取持え品相廻候而又は隠費致候ものハ急度御轡可被 仰付旨土

人井支配人番人稼人共江申渡候様場所詰調役江御達相成可然哉此段相伺申候/土 人共江/申 渡案/一 ・ 其方共此

後穴熊取獲候ハ》全体之侭無相違運上家會所江持越へし/一 仕来6'倍増二手當遣ス上遠方6'持越時は別段運賃

遣すへし/一 山中二而食料二致謄皮持参る時は手當斗遣す 支配人/番 人/稼 人共/右 之通申渡間得其意其方

共二おゐて以来如何之筋無之様急度心付年々謄皮共出増様可致」」(「東西6・相廻候熊謄之儀云々」r蝦夷地御用留四』,

小川:2007,一 ・部改変。下線は筆者)

とある。すなわち,熊 胆 ・皮 を差 し出 したアイヌ に対す る手 当が少 ないので,「 抜 け荷」や 「胆 の贋

造」が行われて いるので,今 後は,手 当 を多 くす るとともに,熊 はな るべ く全体 を差 し出させ云 々,

というわけである。 これは,安 政4年,ソ ウヤ場所の詰合が,熊 胆 ・皮の扱 い方 につ いて箱館 奉行 に

出 した伺 いであるが,同 書にはアイ ヌに対す る申渡案 も附随 してお り,熊 は全体 を差 し出す こと,そ

うす れば手 当は これ まで よ りも多 く出 し,遠 方 よ り運 んできた場 合は,別 に運賃 を出す けれ ど も,

胆 ・皮だ けの場合は手 当だけ 出す,と い うことで,要 す るに,「 抜け荷」や 「胆 の贋 造」の防止 と,

手 当増による軽物増産 を目的 としている。

また,安 政5年 の同文書 を見 るとそ の管理が微 に入 っている ことが分 かる。 「安政五戊午三 月十五

15



場所請負制とアイヌの熊の霊送り儀礼一 軽物・イコロから見る一

日 差 立 御 軽 物 小 皮 類 鷲 ノ 羽 共 上 納 濟 調 書 」(小 川編:2007,一 一部改変)に,

「 覧

巳十 一月取

一一穴 熊 謄

同 皮

午 二 月上旬 取

一・穴熊 謄

同 皮

午二月上旬取
一穴熊謄

同 皮

午二月中旬取
一穴熊謄

同 皮

午二 月上 旬取

一・穴 熊謄

壱ツ

目玖三匁 ト六 ト

壱枚小

壱ツ

目歌懸苧共弐拾三匁ニ ト

壱枚

壱ツ

目玖懸苧共拾五匁三 ト

壱枚

壱ツ

目歌懸苧共弐拾弐匁

壱枚

壱ツ

目歌懸苧共弐匁八 ト 但児熊

同 皮 壱枚

午二月中旬取
一穴熊謄 壱ツ

目歌懸苧共拾六匁三ト五リン

同 皮 壱枚

(中略)

巳九月取 ユウヘツ
ー野熊革 壱枚 土産取

但長四尺七寸/巾 弐尺四寸 クロコシユイ

(朱)ソ ウヤ穴熊皮と誤り而記せり

但是は於野合アマブ仕懸二而取死場追而相分り其間二外獣腹腸を喰尽イ乃而謄無之旨糺之上請書取之

添而差立る(後 略)」

とあ り,熊 謄 ・皮 の種類 ・大きさ ・重 さ ・数量 ・差出者の名前 に加えて,捕 獲 の時期 ・場所が記され

て いる。特 に謄の重 さにつ いては,「 目歌懸苧共弐拾三 匁ニ ト」 と,謄 を乾燥 させ る際につけた紐 の

有無 まで記載 されて いる。 さらに,同 場所でユウヘツのクロコシユイが差 し出 したのが野熊の皮だけ

で謄がなかった ことについて,詰 合か ら問 い質 しがなされ,当 人及び役土人惣代,番 人惣代帳役 らが

書面 をもって弁 明して いる。 すなわ ち,

「乍恐以書附奉申上候

一・ ユウヘツ平土人クロコシユイ差出候九月取野熊之儀謄無之候二付熊取候當人は勿論其近邊二住居之者共井役

土人其外私共一同御呼出シ右之段御糺被 仰渡一同奉恐入候全右熊取獲候はアマフト申物仕懸置其後数日過而相

尋漸く見出し候処狼右之腹を喰破り腹中之物不残喰出居候を見附持帰り候故謄は無御座候依之御尋向神以1柳相違

無御座候乍恐以書附奉申上候

巳/十 一月廿六日

熊取當人/ユ ウヘツ平土人/ク ロコシユイ

謹文

同処平土人/ヲ ブリキン

モンヘツ/役 土人惣代惣小使/チ ヨタロ

番人惣代帳役/孫 三郎

指南役/清 七

支配人代/清 兵衛

細野五左衛門殿/逸 見小十郎殿」(「乍恐以書附奉申上候」r蝦夷地御用留五』,小川:2007)

ユウヘツ

トンレシユ

但長四尺九寸/巾 三尺一寸五分/大 疵物赤毛

シヨコツ

乙名

ヱホロサン

但長七尺壱寸/巾 四尺一寸/黒 毛

サロ》

土産取

ヲヘヲツ

但長五尺弐寸/巾 三尺/極 黒上品

トコロ川上

平土人

トツハヱサン

但長五尺六寸/巾 三尺五寸/赤 毛交

トウフツ

平土人

シタヒラシ

但長弐尺八寸/巾 弐尺/児 熊赤毛交

シヨコツ

土産取

シトリキン

但長五尺五寸/巾 三尺三寸/赤 毛交
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とあるのがそれで,仕 掛 け弓猟 についても厳 しく管理 している。 また,こ の一件につ いて,番 人惣代

帳役,指 南役,支 配 人代 ら場所請負人の主だった者たちが証人 として名 を連ねている ことか ら,請 負

人もまた幕府の厳 しい管理 の対象であった ことが分か る。

因みに,こ こでは,ヨ イチ場所及び トカチ場所,モ ンヘツ場所の例 をあげたが,箱 館奉行村垣淡路

守の安政4年 の公務 日録 四月三 日の条 に,「 夷地熊謄、 向後元熊取得候 ヘハ、是迄之直段倍増之積 り、

遠方二而全躰 持來候事 出來かね候ヘハ、無是非右 之通、成丈近廻 リニ而捕得候ヘハ、全躰 之儘持來

り、役 々立會謄 を取 り、左候ヘハ、運賃被 下候積 り、謄ハ役 々手干こ いた し、名前場所等志 る し候

事、土人江之 申渡濟、場所々々燭候積 り廻 し濟、」(東京帝國大學編:1926)と ある ことか ら,熊 を取獲 し

た者の名前,場 所な どを記す ことが各場所共通 に行 われてお り,さ らに,奉 行 の公務 日録 に記され る

ほど,熊 の捕獲及びそ の処置が幕府 に とって重き をな していた ことが分かる。

2.場 所 における送 り儀 礼一 「熊を獲 ったその場,

及 び狩 小屋での送 り」 と 「獲 った熊を集落 に持ち帰 っての送 り」

これまで,場 所 におけるアイ ヌの送 り儀i礼に関わ る社会的背景 ともいえる 「軽物」 とその取 り扱 い

を見 てきたが,次 に,送 り儀礼 との直接的な関連性 を具体 に見 ることとす る。

アイヌの送 り儀i礼には,3形 態が あるといわれる。す なわち,① 熊 を獲 ったそ の場,及 び狩 小屋で

の送 り,② 獲 った熊 を集落 に持ち帰 って の送 り,③ 生捕 した仔熊 を連れ帰 り,1～2年 養育 しての送

りで ある(久 保寺:1965,宇 田川:1980・1989,秋 野:1992・2000な ど)。これ らのうち,③ の 「生捕 した仔熊 を

連れ帰 り,1～2年 養育 しての送 り」 は,「 熊祭」あ るいは 「熊送 り」 「イオマ ンテ」 として よく知 ら

れ てお り,江 戸期 の紀行文等 にも記 されて いる(秋 野:1998・2006a・2007)が,① と②については,明 治

以降 の民族学 ・考古学調査か ら得 られた情報4)で あ り,場 所請負期 にお ける情報は皆無 に等 しく,わ

ず かに,最 上徳 内が,天 明6(1786)年3月 中旬,ク ナ シリのイ シ ョヤで見聞 した仮 小屋での送 り`)

(谷川編:1969)と,時 代 は明治 に入 って いるが,同3年,米 沢藩 の山田民弥がイソヤ場所 で見 聞した 山

での送 り(北 海道立図書館復刻:1984)を 知 るのみである。 しか しなが ら,こ の2史 料 と先 にい くつか 引用

してきた 「モ ンヘ ツ御用所文書」か ら,① 及び② の形態 の送 りの存在 を知 る ことができる。

ここでは,先 に見てきた松 前藩や幕府の熊皮 ・胆出産 の厳重な管理のなかで,「 熊 を獲ったそ の場

及び狩小屋 での送 り」 と 「獲った熊 を集落 に持ち帰っての送 り」の実施について考 えてみる ことにす

る。因み に,こ こでい う 「熊 を獲 ったそ の場,及 び狩小屋で の送 り」 とは,「 山中で仮 のヌササ ンを

立て,そ こで簡 易な儀i礼を行い,頭 骨 はそ のままヌササ ンに安置 し,集 落へは持 ち帰 らな い」形態 を

いう。

「熊 を獲 ったその場,及 び狩小屋での送 り」

当然 のことなが ら,山 野で の穴熊猟,野 熊猟,さ らには,仕 掛 け弓猟で得た熊は,そ の場で解体 し

たほ うが運搬 しやすい。遠方 の山中 ともなれば なお さ らである。そ うした場合,頭 骨は 「熊 を獲 った

その場,あ るいは狩小屋 で簡 易な儀礼 を行 い,後,頭 骨 を集落に持 ち帰 って,再 び儀i礼を行 うか,あ

るいはヌササ ンに納め る」か,「 獲った熊(全 体)を 集落 に持ち帰 って送 る」 のいずれか となる。周

知の とお り,送 り儀礼一特 に飼 い熊 の霊送 り儀i礼はアイ ヌの儀礼のなかでも最 も重要かつ盛大 なもの

とされ,ア イ ヌ文化 の中核 とも位 置づ け られて いる6)(渡 辺:1972,宇 田川:1980・1989)が,飼 い熊で な

くとも同 じ熊で あってみれば,そ の扱 いは 同様であ り,当 然,熊(全 体)は 集落 に持ち帰 られ,送 り

儀礼 の実施 となる。すなわ ち,「 獲 った熊 を集落 に持 ち帰っての送 り」 である。 また,狩 猟 を生業 と
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す るアイヌの男性 に とって,熊 取獲の多寡は集落での 「男」 として の評価に関わる問題であ り,当 然

の ことなが ら,山 野で熊 を取獲 して,そ の場,あ るいは狩 小屋で簡易な儀 礼を行 って も,頭 骨は集落

に持 ち帰 り,取 獲の証拠を指 し示 して,評 価 を受 けなければな らな い7)。頭骨 の持 ち帰 りは必須な の

で ある。

しか し,場 所請負制下では,集 落 にお いて取獲 した熊すべて を送る とい うことが困難な状況 とな っ

て いる。す なわ ち,ア イヌ社会 の変容であ り,送 り儀礼 と関連する もの として ,場 所周辺への強制的

な集落形成 とそれ による儀礼 の形態の変容 先に見 た松前藩や幕府 の熊皮 ・胆 出産管理下 での熊皮 ・

胆をは じめとす る各種軽物 出産へ の従事,さ らには経済事情な どがある。 こうしたなかで,特 に 「熊

を獲 ったそ の場,及 び狩 小屋で の送 り」 と関係す るのが,熊 皮 ・胆 出産への従事であ り,そ の過程で

行 われ る 「胆の贋造 ・抜 け荷」である。

この 「胆 の贋造」 につ いては,「 北海随筆」(173g)に,「 ……蝦夷 人の性質正直な りと錐 も、商船通

ひて交易 に馴たる夷人は偽謀の事 あ り、別而是 を知るべき事也。熊謄、胴肋膀 の石子 に贋物多 し。熊

の謄 は魚 の腹 の 口がみ有所 を取 つて、熊 の謄の薄皮 をへぎて是 を包 み、乾 して干揚 ぐる と也。……」

(大友編:lg72)と あ り,請 負制の早い時期 か ら行われて いた ことが分かる。 また,モ ンヘツ場所 におい

ては,御 用所文書 に,「 東西6'相 廻候 熊謄之儀i何連 も歌合不宜候 二付内實相糺候処土人共穴熊取獲候

而 も手當 向不足 二付押 隠内 々番 人又 は稼 人舩方等 之 内望之 品二費彿 當所江 は取 持え謄 而 巳相 廻候

……」(小 川編:2007)と
,「 取持え謄」す なわち胆 の贋造品 が差 し出され て いる ことが記 され て いる。

胆 の贋造 は,当 然 の ことな が ら,熊 を獲 った場 で行われ る とす る と,同 地で の熊 の解 体 と ともに,

「送 り」が行われた もの と考 え られる。 「熊 を獲 ったそ の場,あ るいは狩小屋での送 り」 である。

次 に,「 抜け荷」 であるが,こ の抜け荷 につ いては,松 前藩及び幕府 も十分 に承知 していることは,

先に見た とお りであるが,抜 け荷は,謄 に加 えて皮 もその対 象 とす ることか ら,熊 の狩猟一取獲その

ものが秘密裡 に行われな ければな らない。 あるいは,狩 猟を終 えて の報告 に,取 獲ゼ ロという虚偽 の

報告 を もって取獲 を隠 匿す ること も大 い にあ り得 る ことで ある。た とえば,先 に見 た ヨイチ場所 の

「熊皮 ・胆」 出産量 は非常 に少な い(表1)。 先 の要因 に加 えて ,こ の抜 け荷 が一因 とな って いる可能

性が ある。 いずれ にして も,こ の抜け荷 に際 しては,胆 の贋造 と同じ く熊 を獲 った場で解体 を行 い,

熊の体を皮や胆,肉 等 に分けなければな らな い。そ こに 「熊 を獲 ったその場,あ るいは狩小屋での送

り」が考 え られ るのである。

アイヌ にとって神 として の存在で ある熊 の霊 を送 る ことは必然で あ り,「 獲 った熊 を集落 に持 ち帰

って送る」 のが本来的な姿であるが,対 請負人 ・松前藩 ・幕府 との関係 にお けるこの 「胆の贋造」及

び 「抜け荷」 とい う行 為の発生が,「 熊を獲ったその場,あ るいは狩小屋での送 り」 を発生 させた一

因 とも考 え られ るのである。

「獲 った熊を集落 に持 ち帰 っての送 り」

次 に,「 獲 った熊 を集落 に持 ち帰っての送 り」 であるが,こ れは先に見 たよ うに,獲 った熊を集 落

に持 ち帰 ることについて は幕府 も盛んに奨励 してお り,当 然,そ の実施の機会 も多 かった と思われる

が,果 た して,実 際に持 ち帰 る度 に儀礼 が実施 されたか とい うと,い ささかの疑 問が生 じる。一つに

は,儀 礼実施に際 して要す る経費の問題 二つ 目として後述す る乙名層が主催 して実施 され る飼 い熊

の送 り儀礼 との関係,さ らには運 上屋 あるいは会所 における熊 の扱 い方の問題 か ら見 ると,そ う簡単

には実施できない状況が考え られ るので ある。

まず,経 済的な事情がある。 これ は前述の 「熊を獲 ったそ の場,あ るいは狩小屋での送 り」 とも共

通 して いえ ることであ り,乙 名層が主催 して実施 され る飼 い熊 の送 り儀i礼とも関係す るので あるが ,
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表7に あるように,春 か ら秋 にかけての漁場労働は非常 に低賃金で あるとともに,冬 期間 に取獲 した

熊皮 ・胆 の買取値段 もそれ ほ どの高値ではない。 また,賃 金の支払 いは漁期終了時8)で,前 貸 し分差

引の うえ,残 金は希望す る品々で等価の ものを与 えるという仕組みであ り,熊 皮 ・胆の代金 も後払い

で,や は り等価 のもので希望す る品 々を与える ということであれば,送 り儀礼 に要する経 費は,そ う

簡単 に捻 出で きるものではない。

一・例 と して,文 久元(1861)年 のヨイ チ場所の アイ ヌに対 す る貸付帳(田 端編:1999)を 見 る と,安

政3年 に中程度 の穴熊1頭 を取獲 してい るユケ ラ ン(当 時29歳)は,5年 後 の 同貸付 帳を見 ると,

給料がll貫200文 で産物代が1貫145文,借 入代が8貫895文 で,差 し引 き3貫450文 の支給 とな

って いる9)。 たとえば,こ のユケ ランが穴熊1頭 を取獲 して集落 に持 ち帰 り,送 り儀 礼を行 お うとす

る と,仮 に皮 ・胆 が上物 で,そ れぞ れ900文,1貫900文 で買 い上げ られ,即 金 で支払わ れた と し

て,こ の合計2貫800文 に,先 の3貫450文 のうち冬期間に必要 とす る諸品を購入 した残金 とを合 わ

せて,果 た して経済的 に儀礼の実施 が可能か どうか。すなわち,現 代 に伝 承され る送 り儀i礼の次第 を

見 ると,取 獲 した熊 を解体せず に集落 に持 ち帰 っての儀i礼の次第 は,飼 い熊の送 り儀礼 の飼 い熊 をス

マウネ(眠 らせ る=殺 す)さ せ,イ リ(解 体)し た後 の次第 と同様で ある(表5)。 そ うす ると,人 々

を集 めて長 時間に及ぶオメカプ(饗 宴)の 実施 は,相 当量の酒 を必要 とする。単純 に,こ の2貫800

文全 額をオ メカプの際 の濁酒購入 に費や した として,40升 を得る ことがで きるlo)が,儀 礼 時の飲 酒

は,「 饗宴 日夜きはま りな し、酒 の尽き を以て限 とす」(「蝦夷拾遺」1786,谷 川編:1969),「 ヘカチ、 ウタ レ

の果 迄 も呑飽 く様 にな し、五三 日の中ハ昼夜 さかひな し。酒 の ミあか し」(「蝦夷見聞記」1798,佐 々木:
ウ タ レ

1g82),「子供従僕 のはて迄 も、酒 を飲飽 さ/し めて」(「蝦夷島奇観」1799,佐 々木・谷澤:1982),「 濁酒 のあ

るかぎ りは、書夜 をわかたず うち寄 りて くみかはす」(「東蝦夷夜話」1861,大 友編:1972)な どとあるよ う

に,そ の飲酒量は並大抵 のものではない。

この例は,ヨ イチ場所 を舞台 に,年 に1頭 だけ取獲 した場合 としたが,モ ンヘツ場所 では,安 政4

年に,ト ウフツのシ トシコテが9月,ト コ ロのエ コラセが11月 と,い ず れ も同 じ月に野熊 を2頭 ず

つ取 獲 している(「作巳年閏五月後當午年三月迄當所差立抽 、小川編:2007)。 た とえば,シ トシコテが獲 った2

頭 が同時ではな く,9月 中別 々の 日に獲った とす ると,当 然の ことなが ら,儀 礼 を二度,し か もあま

り間を置かずの実施である。そ うす ると,係 る経費か ら見て もその実施は とうてい無理 と思われ る。

そ こで,考 え られ るのは次 の2形 態 であ る。すなわち,「 オ メカプな どをせず に,頭 骨 をヌササ ン

にて送る」 形態 と,「 頭骨 を山に持 っていって送る」 とい う形態であ る。運 上屋や会 所 を中心 とした

集落 では,乙 名層が主催す る飼 い熊の送 り儀礼が盛大 に行われる ことか ら見れば,前 者 のような簡易

な送 りが行われた もの と考 え られ る。

後 者の形態 は,実 際に行 われ た記録 がある。イ ソヤ場所 だけの一例に過ぎないのか も知れないが,

山田民弥 が明治3年 に,同 場所 で見 聞 した こととして,「 ……土 人ヱーサ ク山へ稼 に行 居熊 を猟 した

りとて 肉を少々差出す。 ……運上家よ り米酒並米 の粉杯贈 り山にて祭 り来れ と申付る。熊 を祭 るにハ

皮を剥 き、其皮 を木 にかけ、傍 に燭縢 と木 幣とを飾 り、酒或は団子杯 を備へ、後 日崇 りをなさぬ様 に

祭 る といふ。宅へ持 帰 り祭 ると近所の ものを相招 き振舞ふ例にて不少費用のよ し。傍 て運上家心遣 し

て品 を廻 し、山 にて祭 らせ しとな り……」(「恵曽谷日誌」,北海道立図書館復刻:1984,句 読点は筆者)と ある。

ヱーサ クは惣 乙名であるが,経 費の関係で頭骨 を山に持 っていって送 って いる。

3.飼 い熊 の送 り儀 礼

次に,場 所での飼い熊の送 り儀礼を見てみたい。冒頭でも述べたように,筆 者はすでに同儀礼につ
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表5熊 の霊送 り儀礼の流れ

北海 蝦夷 夜話 北役 アイヌ民族博物館

○ 準備

○ 前夜祭

酒漉 しの儀式

*カ ム イ ノミ

*酒 しぼ り

*カ ム イ ノ ミ

*イ ヌ ンパス トゥイナ ウに酒を捧げる

*カ ム イ ノ ミ

前夜祭
*カ ム イ ノ ミ

熊濫 にイナウを立てる

本祭1日 目

○ *カ ム イ ノ ミ

○ ○ ○ ○ ヌササンにイナウを立てる

○ *カ ム イ ノ ミ

○ ○ ○ ○ 熊神を遊ばせる

○ ○ ○ ○ 熊神 を眠 らせる(ス マウネ:霊 と肉体 を分離す る)

○ ○ 天に花矢 を射る

○ チセ の屋根か ら食べ物を撒 く

○ ○ ○ ○ カムイ ノミ

○ ○ ○ ○ 熊神 の着物を脱がせる(イ リ:解 体)

*神 窓から肉を入れ る

○ ○ *神 窓から熊神(頭 部のついた毛皮)を 屋内に招 き入れる

*カ ムイ ノ ミ

飼

養

し

た

熊

の

霊

送

り

儀

礼

○外 ○ ○ ○ *饗 宴(オ メカプ)

本祭2日 目

*カ ムイ ノ ミ

○ *頭 部の解体 ・飾 り付け ・胴体の解体(屋 外)

*飾 り付 けた頭部 の安置

ヌササ ンの飾 り付け

*カ ムイ ノ ミ

ヌササ ンの神々に酒を捧げ る

*饗 宴(オ メカプ)

*カ ムイ ノ ミ

熊
を

持
ち
帰

そ
の

霊
送
り

儀
礼

○ ○ *頭 部をユクサパオニに安置する

○ ○ 熊神 を神窓か ら外へ出 し,ヌ ササンに安置す る

天に花矢を射る

*饗 宴(オ メカプ)

本祭3日 目

ヌササ ンの熊神 の向きを変える

*チ セコロイナウを納める

祖先供養(シ ンヌラッパ)

*カ ムイ ノ ミ

供物 を外に出す

シンヌラッパヌサ にて故人 に供物を送る

*カ ム イ ノ ミ

*送 り儀i礼最後のカムイ ノミ

*カ ム イ ノ ミ

註:*は 屋 内で実施

出典:

1.北 海:「北海記」 中 北海道 大学附属図書館,915.14204762

2.蝦 夷:秦 憶 麿 「蝦夷見 聞記」 佐々木利和 「「蝦夷 島奇観 」につ いて」佐 々木利和 ・谷澤 尚一研究解説 『蝦 夷島奇観』雄峰社1982よ り

重 引

3.夜 話:大 内余庵 「東蝦夷夜話」大友喜作編 『北夷談 ・北蝦夷圖説 ・東蝦夷夜話』 北門叢書5国 書刊行会1972

4.北 役:白 井久兵衛 「北役紀行」手塚薫 ・池田貴夫 ・三浦泰之 「接触 ・交錯す るアイ ヌと和 人のまつ り一 『北役紀行』記載,文 久3(1863)

年ハ ママシケの神社祭礼 とクマ送 りか ら一」 『北海道 開拓 記念 館研究紀要』33北 海道 開拓記 念館2005よ り重 引

5.「 イ ヨマ ンテ のお もなながれ」財 団法人アイヌ民族博 物館編 『イ ヨマンテー 熊の霊送 り一 報告書II一 平成2年 にお こな ったイ ヨマ ンテの

実施報告 一』 財団法人アイヌ民族博物館1991引 用する にあた り,大 幅に加 筆改変
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いて考察を試み たことがある(秋 野:2006)が,こ こでは,角 度 を変えて 「仔熊 の取獲」 「仔熊 の売買 ・

贈与」 「仔熊一飼 い熊の価値」 「儀i礼の経済的側面 と担 い手」 「送 り儀礼 を盛大化 させる装置一 イコロ」

につ いて見る こととす る。

なお,飼 い熊 の送 り儀i礼につ いて は,「 北海記」 中(1786,北 海道大学附属図書館)及 び 「蝦夷見 聞記」

(1798),「東蝦夷夜話」(1861),「 北役紀行」(1863,手 塚他編:2005)の4史 料が詳細 に記 している。 表6に

本論 と関係する個所 を引いておいたのでご参照 いただきたい。

仔熊の取獲

飼 い熊 の送 り儀礼の実施 には,そ の送 りの対象 とな る仔熊 を入手 しなければな らない ことはいうま

で もないことであるが,そ れ には まず 親熊一穴熊 の取獲=仔 熊の取獲 がある。 しか し,場 所請負制下

ではそ の穴熊の取獲 も先に見て きたよ うに,容 易にはいかなかった ことが分か る。た とえば,表1に

あるよ うに,ヨ イチ場所 での穴熊取獲数は極めて少ない。 これは,先 に引用 した 「協和私 役」 にある

「……熊杯 も年々四、五十は手 も無き事なれ ども、我等危き を犯 して空敷運上屋 の徳分 とな るも詮 な

し。」 ことか ら,ア イヌがあえて熊猟 に積極性 を見せ なかった ことの反映 もあ り,ま た,「 北海記」 に

「……然 レ ドモ難得事 ト見ヘテ午年 ノ春モ十 人許深 山二入、十余 日ニテ帰 リシガ大熊ハ勿論熊 ノ子 ヲ

ーツ取 リ護 ヲ帰ルモ ノナ シ」 とあるように,実 際 取獲が難 しか ったのか も知れ ない。

仔熊の売買 ・贈与

この仔熊の取獲につ いては,古 くか らアイ ヌの間で売買 ・贈与 が行われてお り,た とえば,佐 々木

利和 が指摘 して いるように,1660年 代 にオニ ビシとシャクシ ャイ ンとの問で仔熊 の授受 をめ ぐって

掛 け合 いが行われている(佐 々木:1998)。 また,「 北海記」 に,「 ……他郷 ノ人 ノ取タル熊 ノ子 ヲ交易 シ

テ長タル者バー二 疋ツ ＼畜置ナ リ。」 とあ り,さ らに,「 加賀 家文書」の 「安政四 巳年 黒 白正調書

伝 蔵相」 に,「 ……ベツカイ、ヱナ ヲクワよ り熊 の子取次第送候約束 にて、大耳盤持参候 旨申聞見せ

……」 「……私方 え熊取 候間買候様 申候間、 同道 にて罷越候処、セ ツパ壱枚銀覆 輪、厚 人指位上鍔、

銀薄小セ ツハ壱枚 を熊 三ツ取替候約定之所、熊壱 ツ分 請取……」(秋葉編:1989)と ある。 また,「 北役

紀行」 に,「 ……貧 なる土人 とも熊子 をと り得れ ハ、冨 タル土人熊子 一疋米拾五表 二 〈八升俵な り〉

交易スル定 メのよ し」 とあるように,場 所請負制下 になる と売買が行 われてお り,「 北役 紀行」 の舞

台で あるハママシケでは,同 じ集落 内で富 める者が貧なる者 の取獲 した仔熊を購入 して いる。

因みに,こ の貧な る者 の仔熊 の譲渡 は,場 所労働者層 としてのアイ ヌの経済事 情の悪さ とともに,

それ故 に仔熊 の飼養 が困難 である ことを示 して いる。た とえば,「 協和私役」 に,シ ヤ リ場所での見

聞 として,「 ……我等狗 を畜 ふは本 山猟 の爲めなれば 、運上屋よ り其手當有べ き筈な るに、我等勝手

に畜 ひ置 く様 申し、扶持 の沙汰な し。乍 レ去狗 は山猟第一の ものなれば、一家或は十食余疋 の多 きを畜

ふ。我等 さへ食足 らず候得ば狗 を□か しむべき様 な し。冬 日食蓋る時に至 りては狗飢 渇に堪 えず、殆

ん ど起 ざるもあ り。・…・・」(谷川編:1969)と あ り11),仔 熊 の飼養 どころか 日々の生活に も困窮 して いる

ことが伺 える12)。

なお,モ ンヘ ツ御用所文 書に興味深 い史料がある。安政5(1858)年2月,モ ンヘツ場所の詰合か

らの伺いに,ヱ サ シ在勤の大河 内が応 じた文書中に,次 のようにあ る。

「……子熊取獲候節渡方之儀運上家相糺候処子熊壱疋二付清酒壱升ツ々遣候趣申聞候且土人壱人二而一日二何疋

取獲候共壱疋二付清酒五升ツ》可被遣候……」(「ヱサシニ月廿八日附書状三月七日相達云々」『安政五戊午年宗谷諸達

留』,小川:2007)

すなわち,子 熊 を獲 った ときの処遇 を運上家 に糺 した ところ,一 疋 につき清酒1升 を与 えている と
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表6儀 礼の様相

北 海 記(1786) 蝦 夷 見 聞記(1798) 東蝦 夷 夜 話(1861) 北 役 紀行(1863)

場 所 ソウヤ クナシ リ アツケ シ ハママシケ

時 期 十 月、十月下旬 ヨリ十一月 冬月 十二月十二 日
上旬マテニ

主催者 乙名 レテイ レ 飼置し主夷 帰俗土人惣太郎(惣 小使)

参会者 召客 トテハ三十里程 ノウチ 其 郷 の運 上 屋 支 配 人、通 一族の男女
場所の土人

ノ乙名使ヲ以テ招音セ、近 詞、 番 人、 親 類、 深 友 、 へ

所七八里ノ内ハ小児マデ不 カ チ、 ウタ レ

残前 日ヨ リ相集 リ ・吾等 乙

名タル者三十余人

和人参会者 吾等(幕 吏、通辞)、運上屋 其郷 の運上屋支配 人、通詞、 おのれも場所詰の人両三輩 御陣屋 中老若男女、運上屋
の者 番人 番人

陳列品 家々ノ宝物 ヲ飾ル夷 人宝物 家々に伝ふ宝器金銀赤銅鑓 重 器 ・イ ム シ(太 刀)、 タ 太 刀、鍔、鉦 の様 な る 打
ハ、 イ ム シ、 鎧 甲 、兜 、 矢 太刀鍔 ネ プ(太 刀)、 イ ム シ ニ ツ 金、 カ ラ フ ト玉 の珠 数 、 行
ツ ボ、 シ トキ 、イ カ ユ フ、 (刀 の 柄)、 セ ッ パ(鍔)、 器、耳盤、色々蒔絵 の器 も
クサ リカ タ ヒ ラ、 鍔 ハ ヨ ク ペ(鎧)、 タ ン トン の大広蓋

ぺ(小 手)、 イ カ ユ プ(鍔

二 矢 筒) 、 ッ ウキ(盃)、 タ

カ サ ラ(同 じ く毫)、 イ ク

パシュイ(髭 揚箸)な どの

寳物、 これ等を トミカモイ
と唱へて悉 く飾 りつけ

饗 宴 ソウヤ夷人 ノ家十軒 ア リ。 ヘカチ、 ウタレの果迄 も呑 濁酒 のあるかぎ りは、書夜 熊 のあた りに土人共打寄、
然ルニ濁酒 ヲ造ル事米麹二 飽 く様 にな し、五三 日の中 をわかたず うち寄 りて くみ 酒 宴 を し、 ・… 又 々 酒宴 を
テ凡十石斗、貧ナル者ニテ ハ昼夜さかひな し。酒 のミ かはす 催 し、 … …翌 日ハ 熊 の 肉 を
モ 四斗 樽 二三 樽 四樽 ヲ造 あかし 煮て酒宴 を催 し
リ、乙名小使ハ五樽 六樽:ヲ

作 リ、其外 ノ家モ持タザル

少者マテモニ斗樽ニー樽二

樽を造 リ置、ヤウマンテ ノ

有所へ遣 シ置ナリ

召客 トテハ三十里程 ノウチ

ノ乙名使 ヲ以テ招音セ、近

所七八里 ノ内ハ小児マデ不

残前 日ヨリ相集 リ三合入 リ

盃ニテ昼夜飲ツ ＼ケテ飲事

ナ リ

踊終テ熊肉ヲ烹テ客 ノ知走

トス。熊肉ヲ食ス レハ 日暮

ナ リ。其ヨ リ凡十里程 ノ夷

人ハ帰モア リ。又縁者 ノ方

二泊モア リ。遠 ノ夷人ハ翌

日迫居、濁酒 ノ糟 ヲ知走 ト

シ食 セ 帰ス 。

熊 の交 易 、 他郷 ノ人ノ取 タル熊ノ子 ヲ 獅子送をす るハ余程物入 も
売買など 交 易 シテ長 タル者 ハ ニ疋 ある事二て、貧なる土 人ハ

ツ 》畜置ナ リ 勤るもの二 あらず、本邦 の
夷人中間ニテ交易ス。凡夷 祭礼之当屋 を勤る様に富裕
人冨者ハ皆熊子 ヲ畜 ヲキ の土人勤之、予か家ハ何十

度獅子送 をし、予か代 にな
りて幾度 した り杯甚規模 と

するよし、貧なる土人 とも

熊子 をとり得れハ、冨タル

土人 熊子 一・疋米 拾 五表 二

(八升俵 な り)交 易スル 定

メのよ し

皮の行方 皮ハ運上屋二納るよし

出典:
・北海記:北 海道大 学附属図書館蔵915 .14204762
・蝦夷見聞記:佐 々木利 和 「「蝦夷 島奇観」 について」佐々木利和 ・谷澤 尚一研 究解説 『蝦夷島奇観』雄峰社1982よ り重引

・東蝦夷夜話:大 友喜作編 『北夷談 ・北蝦夷圖説 ・東蝦夷 夜話』 北門叢書5国 書刊行会1972

・北役紀行:手 塚薫 ・池 田貴夫 ・三浦泰之 「接触 ・交錯す るアイヌ と和人の まつ り一 『北役紀行』 記載
,文 久3(1863)年 ハ ママシケの神社

祭礼 とクマ送 りか ら一」 『北海道 開拓 記念館研究紀要』33北 海道 開拓記念館2005よ り重 引
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の ことであるが,今 後は,一 ・人一・日何疋獲 って も,一 疋 につき清酒5升 ずつ与 えるよ うに,と して い

る。安政4年 のモ ンヘツ場所 の清酒 の値段は,越 後酒1升200文,大 坂酒1升260文 であ り,米 に換

算す る と,清 酒5升 は貫文=約2俵 とな る。同場所漁場 の給 料(表7)か ら見 る と,か な りの額が与

え られている。

では,こ うした高額を払って入手 した仔熊は どうなるのだ ろうか。運 上家が飼養する とは とうて い

考え られない。考え られるのは,乙 名層への売却 である。すなわち,こ の乙名層への売却 とい う行為

は運上家,乙 名層双方 にとって意義 を持 っているのである。運上家 にしてみれば,仔 熊 を乙名層に売 り

渡す ことは,乙 名層 に恩を売る ことであ り,場 所 におけるアイヌ掌握に これ ら乙名層 を駆使す る こと

ができる。 また,乙 名層は送 り儀i礼の実施が可能 となる仔熊の入手は最重要事で ある。 それが労せず

して得 る ことので きる機会 である。後述するよ うに,場 所での送 り儀i礼の実施 は,乙 名層たちの威信 の

見せ場で あるが故 に最 も力を入れ るところである。加 えて,運 上家か ら仔熊 を与 えられる ことは,た

とえそれが有料であっても,集 落 の構成員たち,周 辺 の乙名層 に威信を見せ ることにもなるのである。

仔熊一飼 い熊の価値

先 に松前藩及び幕府 の軽物 出産への対応 を見て きたなかで,熊 皮 ・胆 の商品的価値 が 自ず と明 らか

とな り,穴 熊 ・野熊 ・夏熊 ・飼い熊 とあるなかで最 も高値であるのが穴熊の皮 ・胆で,次 いで野熊の

それ であ り,夏 熊や飼 い熊 は極 めて安値 である。表8に 各場所 における熊皮 ・胆 の値段 をあげたが ,

飼 い熊 について見 ると,ヨ イチ場所 では,安 政2年 が皮 ・胆共で1俵,安 政4年 が同 じく皮 ・胆共で

米5升,文 久2(1862)年 には皮210文,胆310文 とあ り,年 代は不明だがイシカ リ場所では ,皮 ・

胆共で米1升5合+煙 草1把,但 し書 きに,「 但蝦夷人着皮二相願候節ハ願之上秋末上川江 罷越候 節

相渡胆者大小 品合二不抱壱ツニ付米五合 ツ ＼買上候事」 とある。 また,モ ンヘツ場所では ,安 政4年

が皮2俵 よ り1俵 まで,胆 は用立不 申,安 政6(1859)年 が皮8升 よ り1斗6升 まで ,シ ツナイ場所

では,安 政4年 で皮上500文,同 中400文 ,同 下 な し,胆50文 とある。

これ ほどまで に商品的価値 の低 い飼 い熊一仔熊 の飼養は ,経 済的にも合わな い。すなわ ち,仔 熊 を

取獲 し,1～2年 飼養す る目的は,皮 ・胆 の売却ではな く,ひ とえに飼 い熊の送 り儀礼 の実施 にあ る

ので あ り,こ の儀礼 の持つ重要性については再三述べてきている ところである。

さて,こ の仔熊一飼 い熊 と送 り儀礼 との関係で興味深い論考が二つある。 一つは天野哲也の 「クマ

の胆考」(天野:1990)で あ り,も う一つ は,佐 藤宏之 の 「送 り儀礼の民俗考古学」(佐藤:2007)で ある。両者

ともに,送 り儀礼が発達 した要 因として,熊 胆の商品価値 の高 さをあげている。天野の論考 について

は,か つて筆者は考察を試 みた ことがあ るが(秋 野:2006b) ,天 野がいわん とす るところは,「① クマ は,

毛皮 だけでな くそれに もま して胆 までが高い交換価値 をもつので,… … したが ってクマがアイ ヌな ど

によって最 も尊ば れるのは当然であ り,信 仰あるいは宗教的な もの とみ られがちなクマ送 り儀礼 もそ

の背後 には実は このような経済的な意 味を秘めて いるのであろ う。 クマ送 り儀 礼を発達 させた主要な

要 因の一つにクマの交換価値の高さがあった にちがいない。/② 三歳 くらいまで飼育す るのが最 も経

済効果が高いのではないか と考 え られ る。……制度 的な子 グマ飼育が開始 され たのであ ろう」 とい う

ことであ る・①② とも時代が いつ頃なのかは っき りしな いが ,「 クマ送 り儀i礼を発達 させ た」 とある

ので,少 な くとも江戸 期の頃 をいって いるのであろ うと仮定 して ,① についていえば,こ れ まで見て

きたように 飼い熊 の皮 ・胆 は極めて安値 であ り,投 資 に値 しない もので ある。確かに,時 代 を古 く

して,場 所請負制以 前,ア イ ヌが 自由意志 で交易 を行 っていた時代 にあっては ,天 野 の説 も大 いに一

理 あるところであるが,場 所請負制下の取獲時期 によって値段が異な るという状況 にあっては
,当 然

のことなが ら,高 値 とな る時期の熊 を取獲す ることのほ うが理 にかなっている。すなわち,穴 熊 の取
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場所請負制とアイヌの熊の霊送 り儀礼一軽物・イコロから見る一

獲である。 乙名層はそれ を入手できる立場 にあ り,皮 ・胆 を目的 に苦労 して飼養す る必要はないので

ある。送 り儀礼は まさ に 「信仰あるいは宗教的」 な ものであ り,そ れ と並行 して,再 三述 べているよ

うに,送 り儀i礼の主催者たる乙名層が己 の 「経済的力」を威信 として見せているので ある。

② については,先 に見たよ うに,飼 い犬 の飼育 さえ困難な状況 もある。r蝦 夷 日記」(武藤,1798)に,

「……熊は物入 り多 く、繁 昌の地な らで は三、四年 も飼立 る こと成が た しといへ り。」 とあるよ うに,

皮 ・胆 を獲得す るまで に 「物入 り」が多 く,三 年 も飼 って先 に見 た値段 では合 わない。故 に,「 制度

的な子グマ飼育」は成立 し難いので ある。

次 に,佐 藤 の論考であるが,佐 藤 は,一 ・応は天野の 「飼 いクマ送 り儀 礼の発 生をクマの胆の経済的

価値の確保 に求めて いる」 ことに対 して疑問 を投げか けつつ も,「 近世後半以降飼 いクマ送 り儀礼が

発達 したのは,北 方交易の発達 を背景 とした当該地域 の先住民 の経済的充実がそれ を促 した可能性が

高い。 その中には,天 野の言 うクマ の胆の価格上昇 も含 まれよ う」 と,天 野説 を半ば支持 している。

佐藤のいう近世後半 とは,す なわ ち江戸期一 場所請負制 の盛んな時期 であ り,こ の期 に先住 民の北

方交易が発達 し,そ れによって経済的充実がなされ た とは考えづ らい。そ もそ もが 「場所請負制」 を

見て いないので ある。 これ まで見てきたよ うに,「 近世後半」はアイヌ社会が場所請負制 という仕組

みに組み込 まれ,す でにその 自主性は失われていたので ある。

この2論 も含めて,送 り儀礼 につ いて,そ の発 生の問題か ら近現代の様相 まで いくつかの論考が散

見 されるが,そ の いず れ もが時間 の経過 とその時々の社会的背景一 アイ ヌを取 り巻 く環境に触れ る こ

とな く,同 時代的 に描いている。 ここに送 り儀 礼を見 る際 の根本的な間違 いが生 じているのである。

因みに,両 者 ともクマ送 り儀礼 の 「発達」 としているが,場 所請負制下 でのそれは 「盛大化」 とい

うべきであろう。

儀礼の経済 的側面 と担い手

場所一す なわ ち,運 上屋や会所 を中心 とした集 落において儀礼 を実施 する となると,多 大な経費を

要する ことは先 にも触れたが,そ れが飼 い熊の送 り儀礼 となると,よ り一層 の経 費を要する こととな

る。 まず,儀i礼 に参集す る顔ぶれ を見 る と,「 一類寄合」(「北海随筆」1739,谷 川編:1969),「 召客 トテハ

三十里程 ノウチノ乙名使 ヲ以テ招音セ、近所七八里 ノ内ハ小児マテ不残前 日ヨリ相集 リ ・吾等乙名タ

ル者三十余人」(「北海記」中,1786),「 一 の邑の衆夷及親戚 は遠近 をいはず、呼集て客 とな し」(「蝦夷拾遺」

1786),「 あひの あまた集 り」(「かたゐ袋」178g,内 田編:1969),「 村の 乙名 を初、其親類 及び近郷近村 の乙

名及び長立 たる者集 り ・近郷 近村 の老 若男女」(「蝦夷國風俗人情之沙汰」1791,谷 川編:1969),「 其郷 の運 上

屋支配人、通詞、番 人、親類、深友、 ヘカチ、 ウタレ」(「蝦夷見聞記」1798),「 親族 ・朋友、支配人 ・番

人」(「蝦夷島奇観」1799),「飼 ぬ しの親族 は勿論、知音或 は近村 の 乙名」(「北夷談」文政初,谷 川編:1969),

「親姻打寄 り」(「協和私役」1856),「 一族 の男女」(「東蝦夷夜話」1861),「場所の土人」(「北役紀行」1863)な どと

あ り,集 落構成員 はもちろんの こと,「 三 十里程 ノウチ ノ乙名使 ヲ以テ招音セ」て いる。 さ らに,賓

客 としてで あろう 「吾等(幕 吏,通 辞)」(「北海記」中,1786),「 其郷の運上屋支配 人、通詞、番 人」(「蝦

夷見聞記」1798),「 支配 人、番 人」(「蝦夷島奇観」1799),「 お のれ も場所詰 の人両三輩」(「東蝦夷夜話」1861),

「御 陣屋 中老若男女、運 上屋番人」(「北役紀行」1863)な どが参 席 している。

こうした参集 ・参席者 に係 る経費 として,そ の最 たるものは酒代である。表5に あるよ うに,幾 度

とな く行 われ るカムイ ノミー神 々への祈 りに加 えて,参 会者へ の饗応一 オ メカプに用 い られ る酒 は相

当な量にのぼ ると考え られる。 た とえば,「 一時 も二時 も寄合」(「蝦夷談筆記」1710,谷 川編:1969),「 酒 を

終 日相楽」(「北海随筆」1739),「 召客 トテハ三十里程 ノウチ ノ乙名使 ヲ以テ招 音セ、近所 七八里 ノ内ハ

小児マテ不残前 日ヨリ相集 リ三合入 リ盃ニテ昼夜飲 ツ ＼ケテ飲事ナ リ 「踊終 テ熊 肉ヲ烹テ客 ノ知走 ト
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ス 。 熊 肉 ヲ 食 ス レ ハ 日暮 ナ リ。 其 ヨ リ 凡 十 里 程 ノ 夷 人 ハ 帰 モ ア リ、 又 縁 者 ノ 方 二 泊 モ ア リ。 遠 ノ 夷 人

ハ 翌 日迫 居 、 濁 酒 ノ 糟 ヲ 知 走 トシ 食 セ 帰 ス 。」(「北海記」中,1786),「 饗 宴 日 夜 き は ま りな し 、 酒 の 尽 き

を 以 て 限 と す 」(「蝦夷拾遺」,1786),「 終 日 終 夜 に ぎ は ふ 」(「蝦夷國風俗 人情之沙汰」1791),「 ヘ カ チ 、 ウ タ レ

の 果 迄 も 呑 飽 く 様 に な し、 五 三 日 の 中 ハ 昼 夜 さ か ひ な し。 酒 の ミ あ か し」(「蝦夷見 聞記」1798),「 支 配
ウタ レ

人、番 人を賓客 として/子 供従僕 のはて迄 も、酒 を飲飽 さ/し めて、三五 日か 中は さまさまに/躍 、

振舞 をしぬ。」(「蝦夷島奇観1799),「 宵 の酒 宴喧 し」(木村謙次 「蝦夷日記」1799,山 崎編:1986),「 兼て當 日の

用意 として濁酒 を造 りお き、銘 々持寄 て酒 盛す る」(「北夷談」文政初),「 濁酒 のあるか ぎ りは、書夜 を

わかたず うち寄 りて くみかはす」(「東蝦夷夜話」1861),「熊 のあた りに土人共打寄,酒 宴 をし,… …又 々

酒宴 を催 し,… …翌 日ハ熊 の肉を煮 て酒宴 を催 し」(「北役紀行」1863)と あ り、見 聞の大 半が 「饗宴 日

夜きはま りな し、酒の尽きを以 て限」 とす るのである。実際 にどれ くらいの量 を要 したのかは判然 と

しな いが,「 北海 記」 に,「 濁酒 ヲ造ル事米 麹ニテ凡十 石斗、 貧ナル者ニ テモ四斗樽二三樽 四樽 ヲ造
ワカ

リ、乙名小使ハ五樽六樽 ヲ作 リ、其外 ノ家モ持 タザル少者マテモニ斗樽ニー樽 二樽 ヲ造 リ置、ヤ ウマ

ンテ ノ有所へ遣 シ置ナ リ」 とあることか ら,貧 富 を問わず大量の酒を醸 して いることが分 かる。 因み

に,こ こにある 「濁酒 ヲ造ル事米麹ニテ凡十石斗」 は儀i礼の主催者 と思われ る。

こうした大量の酒に要す る経費は相当な もので,財 団法人アイヌ民族博物館が平成2(1990)年 に

実施 した飼 い熊の霊送 り儀i礼の際の 「酒づ くり」 を参考 に,こ れを銭 に換算 してみる と,同 博物館で

は,4斗 樽2個 分 の酒 の材 料 として,米1斗9升(う る米:7分 揚+玄 米+白 米)と 糀約14升 を使

用 してお り(財 団法人アイヌ民族博物館編:1991),こ の数値 で1石 の酒 をつ くるとな ると,米23.75升 ,糀

17.5升 を必要 とす る。 これ をソウヤ場所 に近 いヱサ シ場 所の安 政4年 の値 段(表g)に 換 算す る と,

米1升60文,糀1升60文 と して,米23.75升=1貫425文,糀 約17.5升=1貫50文 ,合 計2貫

475文 とな り,主 催者 の 「十石斗 」 に要す る米 ・糀 の代金が24貫750文 とな る。 また ,貧 な る者 の

「四斗樽:二三樽四樽」が2貫970文 ～3貫960文 ,乙 名小使 の 「五樽六樽」 が4貫950文 ～5貫940

文,家 を持 たない若者 の 「二斗樽:ニー樽 二樽」が495文 ～990文 とな る。酒一つ とって もこれ だけの

経費を要す ることか ら,儀i礼 を主催す るのは並大抵 の ことではない。 高収入 の者でなければ実施で き

な いのであ る。 同年 の ソウヤ場所 で の春 か ら秋 の給料 を見 る と,男 性(上)の 給料 が20俵(9貫

600文),貧 な る者 に相 当す る と思 われる男性(下)は14俵(6貫720文)で あ り(表7) ,こ の程度

の収入では実施する ことが不可能である。そ うす ると,こ の経費を賄 うことができるのは,乙 名層で

ある13)。 「東蝦夷夜話」 に,「 夷人 の歓楽 は、 ヲム シャ14)と熊送 りの とき、酒 を飲 あかすばか り……」

(大友編:1g72)と あるように,送 り儀i礼は酒 を存分 に飲む ことので きる数少ない機i会で あ り,こ の機会

を己の威信 を示す機会 としたのである。

因み に,儀i礼 の担い手一 主催者 につ いて,次 のよ うにある。r乙 名 レテイ レ/同 時 に脇 乙名 ヲク ト

モ」(「北海記」中1786),「 乙名/是 を毎秋 乙名家、豪 富の名利 とす る」(「蝦夷國風俗人情之沙汰」1791),「 飼

置 し主夷」 「蝦 夷見聞記」(「蝦夷見聞記」1798),「 捕魯父尼酋長老」(木村 「蝦夷日記」1799),「 帰俗土人惣太

郎(惣 小使)/貧 なる土 人ハ勤 るものこ あ らず、本邦 の祭礼之 当屋 を勤 る様 に富有 の土人勤之」(「北

そ隻糸己千テ」1863)。

送 り儀礼を盛大化 させ る装置一 イ コロ

周知の とお り,イ コロはアイ ヌの 「宝物」 をい うが,大 き く刀剣類 と漆器類 ,玉 類 に分け られ,さ

らには,「 クワサキ」 と呼ばれ るものが ある。 この 「クワサキ」 を除 く品 々は,送 り儀i礼の必需 品と

もいえるもので,儀 礼時,ヌ ササ ンに飾 られ ,儀i礼 の盛大性 を演出 している。 これ らは,松 前藩や幕

府・請負人か らの被下物 であ り,ま たアイヌが運上屋か ら購入 した もので ,品 物の種 類によって分か
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れ る。す なわ ち,被 下物には刀剣類及びその装飾 具,鍔 などが あ り,購 入 品には漆器,玉 類な どが あ

る。 これ らは,普 段は家内奥一イ ヨイキ リと呼ば れる場所 に置かれ,送 り儀i礼の際 に屋外に設け られ

たヌササ ンに飾 られ,儀 礼の盛大化 を演出 している。

これ らのイ コロは送 り儀礼 での陳列以外,普 段,家 内奥 に置かれている ときでも目を引いたよ うで,

和人の紀行文 の多 くに記 されている。た とえば,「 蝦夷談筆記」 に,「 ……シ リタンネは是 も刀 身は木

也。常は指ず、人 を振廻候時な ど家の内にかざ り置候 ……」(谷川編:1969)と あ り,「 北海随筆」 には,

「寳物 とて夫 々に秘藏 の物有 ……其物 は本邦 の古 き器 物、鍔、 目貫、小柄 の類 な り。蒔絶物 に古 きも

の と りわ け秘 藏せ り。 ……」(谷川編:1969)と ある。 さ らに,「 東 遊記」(1784)に は,「 ・・…・蝦夷 人 は

家々 に寳物 とて所持す。多 くは小柄 ・縁頭、或は行器、食籠な どの如き蒔絶、金具な どの うつ くしき

物 を寳物 とて、是 を多 く持たるを以て人にほ こると云 ……」(谷川編:1969)と あ り,「 協和私 役」 には,

鵡川の役夷人の家 につ いて,「 ……役夷人の家な どは丸木縄か らげ の作 にこそ あれ頗 る廣大な る者な

り。 五問に七間位な る本家を作 り、又別 に三、四間成 る角屋 を架 し、其 中板 を敷 き連 らね、其 上に蝦

夷錘 を布 き、壁 は木皮茅藍、又其 上を錘 を以 て是 を纏 とひ、高 く棚 を釣 り、其上 に夷人 の寳物、漆

器、刀 剣 の類 を飾 り付 け、掃 除 も為 す と見 へ、取 り散 したる事無 しと云。……」(谷川編:1969)と あ

る。

次 に,送 り儀礼での陳列の様子 を見 る と,「 さまさまの寳物」(「東遊記」1784),「 家々 ノ宝物 ヲ飾ル夷

人宝物ハ、イム シ、鎧 甲、兜、矢 ツボ、 シ トキ、イカユ フ、 クサ リカタ ヒラ、鍔ナ リ」(「北海記」中,

1786),「所 レ在の財宝一 日本 の武器、 クワサキ、シ トキ」(「蝦夷拾遺」1786),「鉾、太刀、長刀、其外種々

の長(武)器 、器財寳物」(「蝦夷國風俗人情之沙汰」1791),「 家々に伝 ふ宝器金銀赤銅鑓太刀鍔」(「蝦夷見聞
タンヂツプ エモ シ シ トキ

記」1798),「太刀/短 刀、 玉器、其外金銀鎮たる器、種種飾/あ るとある宝器」(「蝦夷島奇観」1799),「 重

器 ・イム シ(太 刀)、 タネ プ(太 刀)、 イ ムシニツ(刀 の柄)、 セ ツパ(鍔)、 ハ ヨクペ(鎧)、 タ ン ト

ンペ(小 手)、 イカユ プ(鍔)、 ツウキ(盃)、 タカサ ラ(同 じく壷)、 イ クパシ ュイ(髭 揚箸)な どの

寳物」(「東蝦夷夜話」1861),「太刀、鍔、鉦 の様なる打金、 カラフ ト玉 の珠数、行器、耳盤、色々蒔絵 の

器 もの大広蓋」(「北役紀行」1863)な どとあ る。

アイヌ にとってイコロはひと り乙名層 のみな らず,集 落構成員 に とって も垂誕 の的であ り,そ れ を

獲得 ・保持す る ことは,集 団内にあって己の存在を確 たるものにす ることで もある。 この仕組みを送

り儀i礼に取 り込 んだのが乙名層で あったのであ る。次に,そ のイ コロを刀剣類,漆 器 類 と個 々に見 る

こととす る。

刀剣類

刀剣類及びそ の装飾具,鍔 な どはイコロとして の機能 の他 に,特 にアイヌ間の騒動 ・紛糾解決 ,約

束事,あ るいは売買 の際に用 い られ てきてお り(岩 崎:1998),さ らには,「 手印」 と呼ばれて松前藩へ

の忠誠の証 とする道具 とな って いる。 た とえば1寛 政元(1789)年 ,ク ナ シリ ・メナシ騒動 の鎮圧 に

向か った松前藩 の新井 田孫三郎がその途次,同 藩の味方である証拠 としてアイヌか ら刀剣類 を受け取

って いる。新井 田の 「寛政蝦夷齪取調 日記」(1789)に 次 のよ うにある。

「七日 天氣宜、朝六つ半時出立。おほつないと申慮に一・宿。
一・今日とかち迄可レ参候所・あつけし長人共上下七拾武人くすり領へつしやぶ長人とも上下拾三人しらぬか長

人コタカ夷、大船七艘にて出迎に來り當所に相拍居候・・…・。
一、右庄藏大しもよりとかち迄の夷共より手印預來り候分九品差出す。左の通。
一、銀覆輪二枚鍔壷枚 のつかまふ ヲヒヌカル
ー、銀覆輪武枚鍔萱枚 但し桐の模様 同所 ニサフロ
ー、銀覆輪武枚鍔壼枚 但し猪の獅子模様 同所しやもこたん ノチクサ
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一、粕尾壼把 のつかまふ シツタフカ
ー、ヱモシ壼振 同所 シヨンコ
ー、金覆輪鍔壼枚 但し菊のすかし あつけし リミシアイヌ
ー、ヱモシポ壼振 但し竿添 とかち シヤムクシテ
ー、ヱモシ壼振 但し銀地にてともゑの模様 しらぬか チヤラアイヌ
ー、ヱモシ壼振 但し至て古物 ちうるい セントキ……」(谷川編:1969)

さ らに,騒 動を起 こしたアイヌ37名 殺害後 の不穏な空気のなかで,や は り首長 らが松前藩 に対 し

て忠誠の証 として刀剣類 を差 し出 してお り,同 日記 に

「

一・、 タ ンネ ツ フ

ー・、 ニ シ ハ ア シ リヱ モ シ ホ ウ タ ラ ハ ケ

ー・、 タ ンネ ツ フ

ー 、 同

一 、 カ ニ ウ ネ ヱ モ シ ホ ウ タ ラ ハ ケ

ー一、 タ ン ネ ツ フ

ー 、ヱ モ シ ホ

以 上 七 振

一・ タ ンネヱ モ シホ

ー・ タ ンネツ フ

ー・ ヱモ シホ

ー・ シヤ モ シヱモ シホ

ー・ タ ンネ ツフ

ー カニ ノカネヱ モ シホ

以上 六振

一・ タ ンネヱ モ シホ

ー ヱ モ シホ

ー 同断

一・ 同断

一 同断

一 同断

以 上 六振

都合 十 九振

あつ け し

イ コ トヱ

同 人母

シモチ

イニ ンカ リ

ヌ ウチ ヤ シテクル

ニ シ コマッ ケ

ヱ ウ トルカ

の つか まふ

シ ヨンコ アイ ヌ

ノチ クサ

ニ サ フ ロ

ホ ロヤ

コヘ カアイ ヌ

ハ シタアイ ヌ

くな し り

ツキ ノヱ

カ ンヌ リ

ウチ ク ンテ

イ コ リカヤニ

シコ シヤ ンケ

トヘ フシ

」(谷 川編:1969)

とあ り,ク ナシ リ ・メナシの長人たちのすべてが刀剣類 を所持 し,「 大事」時 に 「手印」 として渡 し

て いる。 こ こにある 「タ ンネ ツフ」 「ヱモ シホ」 は,現 在,「 タンネプ」 「エム シポ」 と呼ば れて いる

もので,江 戸時代前 に使用 されていた ものである。

刀剣類は,威 信財 としての機能ももちろん あるが,先 のアイ ヌ間 の騒動 ・紛糾解決,約 束事,あ る

いは売買 に用 い られ るな ど金銭的な機能 として用 いられている場合が多 い。 しか し,送 り儀礼 との関

係か ら見る と,そ の機能は一つにある。す なわち,刀 剣類は乙名層が独 占的 に所持 して いるものであ

るが,そ れは為政者 との関係か ら得 られるもので あることか ら,そ れ を所持す ることは乙名層で ある

ことを為政者が認めた ことで あ り,そ れ らを集落 の構成員 に開陳す る ことによ って,集 落 での乙名層

とい う立場 を確 認 ・確 立させ るとい う働き を持つ のであ る。その数少 ない開陳の場が送 り儀 礼であ

り,儀 礼に参 集 した集落 構成員は もとよ り,近 隣の乙名層たち にこの刀剣類 を開陳す る ことによ り,

己の立場を認識 ・再認識させ ているので ある。

漆器類

アイヌのイコロの代表 ともいえるものが漆器類である。江戸時代に大量にアイヌにもたらされてお
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り,ア イヌの家 のほとん どが所持 していたものと考え られる15)。この漆器類は,先 の刀剣類 と同様 に

送 り儀i礼の際に陳列 され,儀 礼 を盛大化 させ る装置 として重要 な役割 を担っている。入手手段は運 上

屋か らの購入であるが,非 常 に高値 である。表9に 各場所の漆器類一 特 に送 り儀i礼で陳列 された り使

用 され るものの値段 をあげたが,た とえば表10に ある布 類な どと比べてはるかに高い。行器な どは,

ヨイチ場所で上物が50俵(28貫 文),ト カチ場所で20貫 文 となって いる。 これ を場所労働の給料 か

ら見 ると,先 の ヨイチ場所 の 「夷人貸付帳」(田端編:1999)の うち,男 性で給料 か ら借入代 を差 し引い

た差 引額 の最 も多 いサルマ(下 ヨイチ 小使)で14貫350文,こ のサルマは,給 料が2貫800文,産

物代(自 分稼)が17貫500文 とある。 このサルマ の差 引額14貫350文 をすべて行器購入 に注 ぎ込ん

だ として も,上 物は買えず,中 ・下の 「其品に応 じ」 の購入 となる。 もう一例,同 じ貸付帳か ら見て

みる と,天 保15(1844)年 に秋 野熊 を取 獲 した記録(表4)の あるセハ シ(当 時31歳,土 産 取)で

8貫241文 とある。セハ シは文久元年で48歳,土 産 取 を踏襲 して いるが,こ の8貫241文 だ とやは

り中 ・下 の 「其品 に応 じ」 の購入 とな る。

いずれ に して も,こ の ヨイ チ場所 の例か ら見 て,送 り儀礼の場で整然 と居並ぶ行器や盤な どを持つ

には相 当の財 力 と年数を必要 とす る。男(上 ・中 ・下)と ある漁場労働者一 非乙名層=集 落構成員

が複数保持す るということは至難 の業で あ り,こ れを実現 して いるのが乙名層で あって,ま た,こ の

「実現」 こそが,彼 等の経済的 力そ のもので あるのである。そ して,こ の 「実現」 を刀剣類 とともに

送 り儀i礼の場で開陳す る ことによ り,や は り己の立場 を認識 ・再 認識 させて いるので ある。イ コロを

威信財の装置 とす る所以であ る16)。

表10文 久2(1862)年 のヨイチ場所 におけるアイヌへの諸品売渡値段

品 名 数 量 値段(文) 品 名 数 量 値段(文)

玄 米 1升 70 田 代 1枚 560

清 酒 1升 140 山 刀 1枚 560

糀 1升 140 1升 焚 560

濁 酒 1升 70 1升5合 焚 700

地廻煙草 1把 140 2升 焚 840

ホロキ 1把 70 2升5合 焚 980

白木綿 6尺5寸 140 鍋 3升 焚 1貫400

紺木綿 5尺 140 4升 焚 1貫800

染木綿 5尺 140 5升 焚 2貫200

上:1枚 3貫900迄 6升 焚 2貫800

古 手 中:1枚 2貫800～3貫400 7升 焚 3貫

下:1枚 1貫700～2貫100 大 3貫920～4貫880

能代裂織 1枚 1貫100～1貫400 酒 桶 二番 2貫800～3貫360

手 拭 1筋 140 三番 2貫 ～2貫200

木綿針 8本 70 大:1つ 560

皮 針 2本 70 鴨 々 中:1つ 420

火 打 1枚 70 小:1つ 280

極 大:1枚 140
金紋ちらし付台盃

2貫800～3貫300,

3貫900

間 切

(マキ リ)
大:1枚 105

中:1枚 70 草 鮭 5足 70

小:1枚 35 鯖 刺 1枚 70

出典:余 市町総務課余市町史編集室編 『余市町史』1資 料編1余 市町1985
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信仰観=カ ムイを送る
儀 礼 ③の霊送り儀礼

二血縁者 ・集落構成員の参加=小 規模
個人(家)・ 集落単位 一→ 仔熊飼養 =「 胆 ・皮」売買=個 人単位 → 宝物購入=漆 器類など

場所請負制

1
新たな階層 →

L

禁令

漁場労働者 → 低収入→ ③の儀礼=よ り小規模化
①・②の霊送り儀礼の実施

乙名層(乙 名 ・脇乙名、土産取、小使など)

i
場所秩序維持管理 →

軽物取二軽物管理!

高収入 一 → 富の蓄積

仔熊獲得

↑
胆の贋造 ・抜け荷

1
①の霊送り儀礼の実施

宝物 購入(威 信財)

ll

イ カ ヨプ、漆 器類 な ど

松 前藩 ・請負 人?→ エ ムシ ・セ ッパ な ど

集落単位 二 乙名層主催=③ の霊送り儀礼=他 集落の乙名層参列

請 負人 ・役 人参 列 ・見物

漁場 労 働者 参会 ←一一 一一

盛大化

権威 ・財力の誇示

禁止布達

個人(家)・ 実施団体 → ③の霊送り儀礼=カ ムイを送る+文 化伝承 ・保存

①の霊送り儀礼:熊 を獲ったその場、及び狩小屋での送り
②の霊送り儀礼:獲 った熊を集落に持ち帰っての送り
③の霊送り儀礼:飼 い熊の送り

(秋 野:2006bを 改 変)

図1霊 送 り儀礼の変遷
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総括的に

場所請負制 という仕組み のなか のアイ ヌの送 り儀礼 を見て きたが,整 理す ると図1の ようにな る。

確認で きた ことは,「 神 を送 る」 とい う精神的行為 に経済的及び物質的な要素が付加 し,そ の様相 を

変容 させ た ということである。すなわ ち,送 りの対象 である神一 熊が 「軽物」 という商品 として の対

象 とな り,そ の取獲 をめ ぐって送 り儀礼 も 「熊 を獲 ったそ の場,及 び狩小屋で の送 り」 「獲 った熊 を

集落 に持 ち帰って の送 り」 「飼 い熊の送 り」 の三様 を呈す るよ うにな った と考 え られ る。 このうち,

「熊 を獲 ったそ の場,及 び狩小屋で の送 り」 と 「獲 った熊 を集落 に持 ち帰 っての送 り」 は,経 済的側

面な どか ら 「受動的」で あ り,飼 い熊 の送 りは,そ れ を実施す る ことのでき る乙名層のよ り 「能動

的」 な もの といえる。

場所請負制 という仕組みのなかで の仔熊の飼養一送 り儀礼 の実施は,ア イヌを抑圧す る松前藩や幕

府の役人,場 所請負人及びその配下 といった者たちのなかで,乙 名層が集落構成員 をは じめ として周

辺の乙名層に対 して己 を主張 し,確 認 させ るとい うその手段 と機会であるのである。だか らこそ,数

多の酒 をもっての饗応 と,イ コロの開陳 という経済 的手段 を用 いているのである。

なお,送 り儀 礼の次第 のなかで,ウ ンメムケ(頭 骨の持え)が あ り,そ の方法 に 「頭 皮をすべて剥

いで しまう」 の と 「鼻先 と両耳の皮 を残す」 とい う2種 が伝承 されて いる。 先の 「軽物」 に対する幕

府の対応,あ るいは皮 の値段か ら見て,前 者は穴熊 ・野熊 の送 り,後 者は飼 い熊 を送 るときの もので

あった可能性 がある。

註

1)こ こでは,ヨ イチ と子モ ロ2場 所 の例 をあげたが,場 所 の出産量 を見る場合,こ の非集団性に加

えて,熊 の棲息域一すなわち,各 場所 の熊 の多寡 も考 慮に入れな ければ な らない。

2)取 獲 した熊 は運上屋 に納める ことになって いたので,ア イ ヌはそ う思っていたので あろう。

3)本 論では,「 モ ンヘ ツ御用所文書」 を多 引 しているが,そ れ らのす べては小川昭一郎が翻刻 ・編

集 したr安 政 年間モ ンヘ ツ御 用所史 料集 成(二)』(道 都大学小川研究室,2007)に よって いる。 なお,

幕府 の軽物 に対す る対応は,同 史料集成 によって,そ の大凡 を知 ることができる。

4)た とえば,

天野哲也:1986「 恵庭市漁川 のクマ送 り場」 『環太平洋北部地域 におけ る狩猟獣の捕獲 ・配分 ・

儀i礼』 昭和60年 度科学研究 費補助金(一 般A)研 究成果報告書 北海道大学文学部

上屋真一:1984『 熊送 り場所所在確認調査報告書』恵庭市教育委員会

佐藤孝雄編:2006『 シラッチセの民族考古学一 漁川源流域 にお けるヒグマ猟 と"送 り"儀 礼 に関

す る調査 ・研究一』六一書房

千歳市教育委員会編:1984r千 歳市美笛 にお ける埋蔵文化財分布調査』千歳市文化財調査報告書

X千 歳市教育委員会

な どが ある。 これ らにある事例は支笏湖 周辺 のものであるが,使 用 された時期は昭和期以降 と思わ

れ る。

5)最 上徳内の 「蝦夷 國風俗人情之沙汰」(17g1)中 の 「氷海 の事」 に,

「……深 山に行 きて稼 ぎけ り。水主 の夷 人 と同伴□の夷人等、赤熊 の栖 を見出 しければ主人イ コ ト

イ、 ウタレ家来 に下知 して其赤熊 を射留させ た り。依て其皮を剥ぎ、 肉を採 り、謄を採 り、骨は捨

て、頭骨は神霊 に祭 り、悉 く料理、荷 に作 りて ウタレに背負せ、拐 又跡 に子赤熊三匹あ りたるを生

捕 て、主従大勢連て伴ひ、深 山よ り濱邊に降 り、假小屋 に赴きけ り。 ……ゴ コキセの聲 高 く聞へ し
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かば、女蝦夷 ども迎 に出て獲 の熊な るを視て取 てかへ し、野宿小屋に俄 に窓 を穿て是を待 つ。程な

く主人帰れば、其赤熊の首皮を尊信、再拝 して此 窓よ り内へ容 る。人の入 る口よ りは容る ㌧事 をせ

ず。 拐、首 皮 をば上座 に安置 して後、主 人イ コ トイ が耳鎧 を外 して赤熊 の皮の耳 に掛、太刀、長

刀、弓矢等 眞向 に飾 り置、 いか にも恭敬尊崇 し神 霊 を祭 る に類 せ り。是、蝦 夷土地 の定例 な り。

・・此定例済みて春属の蝦夷 人 とも打集 り、肉を煮た り焼 きて も生にても喰ふな り。 熊の肉を食す

るに禮 あ り。鹿 肉、狐 肉 を食 ふ とは 大 に別 也 といへ り。此振舞 終 りて後、頭 骨 を神 霊 に祭 る也。

・…・・」(谷川編:1969)

とあ り、赤熊 を射留 させ た後、頭骨 を神霊 に祭 り、濱 邊の假 小屋 に赴 き、振舞(オ メカプ)が 終 え

て後、頭骨 を神霊 に祭 って いる。 因み に、最上 は、假小屋 あるいは野宿小屋 と記 して いるが、 「俄 に

窓 を穿て」 いる こと、あ るいは 「太刀、長刀」 を用意 して いることか ら、現代 に伝承 されている狩

猟時に用 いる簡易な小屋ではな く、ある程度チセの体 をな した ものであったろうと思われる。

6)た とえば,渡 辺は 「クマ祭文化複合体」,宇 田川は 「アイ ヌ文化複合体」 として いる。

7)「 北海記」 中(1786)に,「 ……熊 ノ穴 ヲ尋 ヌ。捕獲 テ帰ル者 ヲ魂 強云テー郷 人二称セ ラ レ、或ハ

少者ナ レハ彼ハ働キアルモ ノナ リ トテ、 乙名タル者ニモ讐 ラレ、長タル方 タ リ娘 ヲモ貰 フユエ人々

高名ヤ ン ト心 カクル 事ナ リ。……」(北 海道大学附属図書館gl5.14204762)と あ り,ア イ ヌの男性 に と

って熊猟は単 に皮や胆,肉 を得 るためのものではな く,集 落内 における 「男」 としての評価 の指標

ともなっている。

8)た とえば,ヨ イチ場所 は,「 惣勘定 の義は、凡十月下旬又 は十 一月十 日頃迄 に勘定仕候」(余市町

総務課余市町史編集室編:1985)と ある。

9)因 み に,同 貸付帳 に記載 され ているアイ ヌ152名(男 性:80名,女 性:72名)の うち,給 料 と

産物代か ら借入代 を差 し引いた額 で赤字 となった者は14名 にす ぎず,他 の138名 は黒字決算 とな

っている(田 端編:1999)。

10)飼 い熊 と違 って,山 野で取獲 した熊の送 り儀礼 は,酒 造 りな ど予め の準備期間が ない ことか ら,

儀礼で用 い る酒 はす べて購入 とした。 なお,こ こでは,す べて を濁酒 としたが,清 酒 を用 いた場

合,そ の値段 は1升140文 と濁酒 の倍である ことか ら,多 用 した とは考 えづ らい(表9)。

ll)因 みに,こ の一説か らも請負 人の軽物 に対する非積極性が伺 える。 すなわ ち,ア イヌの熊猟 は犬

と一・体 とな って のもので あ り,そ の犬 の飼育は猟 の成果 に大 いに影響す るにも拘わ らず,「 勝手 に

畜ひ置 く様 申 し、扶持の沙汰」 を しな いとあるのは,請 負人が取獲者であるアイ ヌか ら松前藩及び

幕府へ と軽物が移動す る際の中継点 に過 ぎない立場を如実 に示 している。

12)表7に 安政4年 のシヤ リ場所 のアイ ヌの給料をあげ たが,そ れ による と,3月 中旬よ り9月 下旬

まで の漁 労の報酬 は,男(上)が21俵,同(中)が18俵,同(下)が15俵,女(上)が18俵,

同(中)が15俵,同(下)が12俵 とな ってお り,他 の場所 の給料 と大差 な く,ヨ イチ場所な どと

比べる と厚遇で ある。 しか し,こ の数字は,箱 館奉行堀が廻浦 した際に受けた報告で虚偽 である可

能性が 高 く,実 際はかな り低 かった もの と思 われ る。なお,シ ヤ リ場所 のアイ ヌに対 する横暴性

は,松 浦武 四郎 の報告な どによって夙 に有名である。

13)表7を 見 ても分か るよ うに,乙 名層 の給料あるいは役手 当が年間 どれ くらいであ ったのか判然 と

しな いが,イ シカ リ場所の例で,「 一 米八升入 弐拾俵/右 者役土人之内 よ り春雇給料/夏 者棉

椛机 自分稼秋 味鮭 自分取網漁事/一 上男 米 八升入 弐拾五表/夏 者棉椛 はき自分稼 但冬春 中

給料共/中 男 米八升入 弐拾壱表/外 二棉椛は き自分稼/秋 味鮭 自分網漁事 但冬春 中給料共」

(札幌市教育委員会編:1987)と あ り、役土 人の春雇給料 が中男 の冬春 中給料 の約2倍 となっている。参

考 まで に、 「入北記」(1857)に カ ラフ トの クシユ ンコタ ンと トンナイ の乙名 層の年 間給 料が あるの
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で記 してお く。 クシユ ンコタンでは,庄 屋(惣 乙名):玄 米4石4斗,惣 名主(脇 乙名):同3石6

斗4升,名 主(乙 名):同3石4斗4升,百 姓代(土 産取):同2石8斗4升,平 男土人:同1石9

斗2升,女 土 人:同1石2斗8升 で あ り,庄 屋の給料 は平男土人の2倍 強 とな っている。 トンナイ

は,惣 乙名:37俵,脇 乙名:35俵,惣 小使:33俵,小 使:31俵,土 産取:30俵,平 土人:上(24

俵)・ 中(21俵)・ 下(18俵),女 子:上(15俵)・ 中(12俵)・ 下(ll俵)と ある(玉 贔著 ・稲葉解

言涜:1992)。

14)注 意 しなければ な らな いのは,送 り儀礼 の際の酒は主催者か らの 「振る舞 い酒」で あるが,ヨ イ

チ場所 の例か ら見 る と,同 場所だけかも知れな いが,ヲ ムシヤの際 の運上屋か らの酒 には,「 呉遣」

と 「貸遣」 の2種 が ある ことで ある。 同場所 の 「秋 ヲム シヤ取 扱方」 として,「 一、 乙名、小使井

網持夷人江清酒 四升宛貸遣 申候/一 、 乙名 小使井網持夷人江 モ ロミ半樽 よ り一樽迄 イチホ為祝

と 古来仕 来 りの通呉遣 申候/一 、大網船頭 役夷人江は 清酒 二升貸遣 申候/一 ・、平雇夷 人エは

清酒 二盃宛貸遣 申候/一 、セカチ頭役江は 清酒二盃 ツ ＼貸遣 申候/一 ・、女 ノコ頭役エは 清酒 二

盃貸遣 申候/一 ・、セカチェは 同清酒 一・盃貸遣 申候 但 見習セ カチ江は半盃貸遣 申候/… …/一 ・、

男夷 人一・部屋江 濁酒二斗入二樽 ツ ＼呉遣 申候/一 、女 ノコ井セカチー・部屋江 同入一樽 ツ ＼呉遣 申

候/… …」(余 市町総務課余市町史編集室編:1985)と あ り,「 清酒」は 「貸遣」,「濁酒」 を 「呉遣」 して

いる。

15)現 在 で もなお多 く博物館 等に収蔵 されてお り,ま た,ア イ ヌの家に伝 え られている もの もある。

明治以 降に至 って もかな りの数 があった とみえて,杉 山壽榮男が昭和10年 頃の様子 を次 のよ うに

記 して いる。

「……新冠騨で大 きな風 呂敷包 に山 と積 んだ幾 つかの行器や耳 盤類 を汽車 中に搬 んで居 る二三 の

人が あるので,拐 は先 に聞いた話は この人達 の仕事か と思 つて,そ れ とな く所を聞いて見たが勿論

教 える筈 もない。そ の中静内騨で下車 して しまつた。その節話 の口裏か ら何庭 に送 られ るか大膿 問

屋 の見當がついたので,蹄 途その家を尋ねて見 る事が出來た。二階二十畳位 ゐの所 に漆器が天井 ま

で摘 まれ,ア イヌの刀剣類が五百本,首 飾 の玉類が何百懸 と云ふ始末で一・々 見て ゐる事 さへ出來な

かつた。……」(杉山:1937)

16)因 み に,同 じ乙名層で も収入 が少な く,こ の漆器 類に とうて い手の届かない者 もいる。 天保3年

に軽物取 に名 を連ね ていた上ヨイチ脇 乙名 のイ タキサ ン(当 時31歳)が そ の例で ,31年 後 の同貸

付帳を見 る と,給 料が2貫800文 で産物代が0文,借 入代が1貫400文 で,差 し引き1貫400文 の

支給 とな って いる。 この給料2貫800文 は,62歳 にな って いるイタキサ ンが上 ヨイ チ脇 乙名の役

を今だ踏襲 して,そ の役手 当米5俵,し か も 「雇不仕5俵 ～7俵 」 の5俵 で ,役 手当の最低額であ

る とともに,他 の労働 を して いな いことが分か る。合わせて,産 物代が0と いうことは,「 軽物取」

あるいは 「自分稼」 を行っていない ことになる。 こうした 乙名層は当然なが ら,イ コロを入手する

ことが難 しく,一 介 の参会者 として名を連ね ることになる。
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物 と ともに生 き る』 世界 思想 社

手 塚 薫 ・池 田貴 夫 ・三 浦泰 之:2005「 接 触 ・交錯 す る アイ ヌ と和 人 の まつ り一 『北 役 紀行 』 記載 文 久3(1863)

年 ハマ マ シケの神 社祭 礼 とクマ 送 りか ら一 」 『北海 道開 拓記 念館研 究紀 要』33北 海 道 開拓記 念館

出利葉 浩 司:1993「 近 世末 期上 下 ヨイ チ場 所 にお ける アイ ヌ の毛 皮獣狩 猟活 動 とそ の 周辺一 クマ は どれ だ け狩 猟 され

たか ・文献 史料 によ る一考 察一 」 『北海道 開拓 記念 館研 究報 告』13北 海 道 開拓記念 館

東京帝 國大 學編:1922『 大 日本古 文書 幕末外 国 関係文 書之 十 四』東 京帝 國大 學

一:1926『 大 日本古文 書幕 末外 国 関係文 書附 録之 四』 東京 帝國 大學文 學部 史料 編纂 掛

長澤政之:2005「 近世蝦夷地,場 所請負制下のアイヌ社会一束蝦夷地,子 モロ場所の事例を通じて一」東北学院大学

博士課程学位論文

北海道.東 北史研究会編:1998r場 所請負制とアイヌー近世蝦夷地史の構築をめざして一』札幌シンポジウム 「北か

らの日本史」 北海道出版企画センター

北海道立図書館復刻:1984r鰭 谷日誌 武』第2回 古文書解繍 座テキス ト(原 本:北 海道大学附属図書館蔵)

山崎栄作編:1986『 蝦夷日記』私家版

余市町総務課余市町史編集室編:1985r余 市町史』1資 料編1余 市町

渡辺 仁:1965「 アイヌの熊祭の社会的機倉旨並びにその発展に関する生態的要因」r民灘 研究』29-3誠 文堂新光社
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